
（仮称）前橋市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に

関する条例の制定に係るパブリックコメント（意見募集）の実施結果 

 

意見募集期間 平成２８年５月２０日（金）～平成２８年６月２０日（月） 

意見提出者数 １４７人 

意見の件数 ４０５件 

取りまとめの都合上、いただいたご意見を要約し、市の考え方を説明していま

す。 

大変貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。 

パブリックコメントによる意見等（件数） 意見に対する市の考え方 

「１ 条例の目的について」 

「住民の生活環境の保全に寄与すること

を目的とする。」に「健康、生命や財産の

保護」を追加すること。 

 

 

明確な規制がなければ、自然環境や景観

維持、住民の生活環境は守ることできない。 

 

再生可能エネルギー発電設備と自

然環境等の調和を主旨としているた

め、健康、生命、財産の保護までを

条文に規定することは考えておりま

せん。 

再生可能エネルギーは次世代のエ

ネルギー源になることから発電設備

と自然環境等との調和を目的として

おりますので、原案のとおりとさせ

ていただきます。 

「２ 特別保全区域について」 

土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区

域の区域外の土石流、土砂崩れの発生元ま

で許可区域を広げる。 

 

保全区域をハザードマップの洪水浸水地

域まで拡大する。 

 

全地域に許可必要である。 

（同種の意見 他１件） 

 

 

 

 

 

 

土砂災害警戒区域や土砂災害特別

警戒区域は影響範囲まで含んで指定

されておりますので、原案のとおり

とさせていただきます。 



「３ 許可が必要な再生可能エネルギー発

電設備について」 

 許可対象の発電設備は、（１）太陽光発

電 上限１，０００㎡以下（２）太陽光発

電以外 発電出力の上限２，０００ＫＷ以

下とすること。 

 

群馬県環境影響評価条例の適用される事

業も許可対象とする。 

（同種の意見 他３４件） 

 

太陽光発電設備については、景観上

の影響が大きいことから、事業用地の

面積にかかわらず許可の対象とする

ように修正いたします。 

太陽光発電以外の再生可能エネル

ギーについては、小規模なものは対

象から除くこと、また、群馬県環境

影響評価条例の適用を受けるもの

は、重複する手続きの必要がないこ

とと考え、原案のとおりとさせてい

ただきます。 

「４（２）近隣住民等について」 

１００ｍ以内は狭すぎる。発電所の種類

により拡大する。 

 

火力発電所の場合最大２kｍ以内の土地

所有者、自治会区域に居住する者とする。 

（同種の意見 他３０件） 

 

近隣住民等の範囲は事業を行う区

域の境からの距離で明確にしたいと

考えております。近隣住民等につい

ては、原案では事業区域界から１０

０ｍ以内の土地所有者等、１００ｍ

以内の範囲を含む自治会を対象とし

ていますので、説明会の対象者は限

定されているとは考えておりません

ので、原案のとおりとさせていただ

きます。 

「４（２）近隣住民等に対する説明会につ

いて」 

近隣住民等との協議が難航した場合は市

が仲介すること。 

 

地域住民が納得するまでは建設を許可し

ない。 

（同種の意見 他７１件） 

 

 

 

 

 

 

 

民間が主体の事業であり、市は公

平中立な立場であることが必要であ

ると考えますので、市が仲介に入り、

調整することはできないものと考え

ます。また、この条例の許可にあた

っては、住民説明、協議結果等を総

合的に判断いたしたいと考えており

ます。 



「４（３）市への許可の手続きについて」 

市への許可手続きについて、「振動及び

低周波発生、空気中の放射能汚染がないこ

と、水道水の水質悪化と放射能汚染がない

こと、土壌放射能汚染がないこと、土壌放

射能汚染の悪化がないこと、農業用水等の

放射能等の汚染がないこと」の項目を追加

する。 

設置許可基準を例示すること。 

設置許可基準に条件を付することができ

るようにすること 

（同種の意見 他２件） 

 

放射能と低周波については、法令

の具体的な基準が示されていないた

め、基準として定めることが困難と

考えます。 

振動については、振動規制法があ

りますので、同法により対応するこ

とと考えております。 

許可の基準、許可に条件を付すこ

とができることは条例に規定いたし

ます。 

「４（４）審議会について」 

審議会の委員の任命に際しては当該許可

申請のあった事業計画にかかる地元地域か

ら公募で選任された代表者を複数名、含め

るものとする。また審議会は全て公開とす

る。 

（同種の意見 他２件） 

 

 

審議会については、第三者機関と

いう位置付けから、許可申請のあっ

た事業計画のある地区の住民の代表

者は利害関係者と考えられるため、

審議会の委員とすることは検討して

おりません。 

「５（２）事業者の氏名等の公表について」 

設置許可基準及び設置許可条件に反する

事業、その他、自然環境、生活環境に悪影

響を及ぼす事業に対しては、改善命令、許

可の取り消し、事業者の氏名公表ができる

ものとする。 

（同種の意見 他１件） 

 

許可を受けた事業については、事

業計画に従って工事を行っていない

場合において、措置命令を行ったと

きに、事業者の氏名等を公表するこ

とができます。条例施行前に着手し

た許可申請の対象でない事業までは

指名等の公表はできないものと考え

ます。 

 

「５（３）関係者への報告、資料提出の要

請、５（４）立ち入り検査の実施について」 

市「及び近隣住民等」は～ 「 」内の

部分を追加。 

(同種の意見 他８件） 

 

 

許可申請の提出先は前橋市である

ので、関係者への報告、資料提出を

求めることは市で行うことと考えて

おります。 



「５（５）事業者、土地所有者等の周辺被

害等防止のための必要な措置の要請につい

て」 

事業者、土地所有者等に対し、その防止

のために必要な措置をとることを求めるこ

とができる。「この場合は、近隣住民等を

含めた第三者委員会を設置し、事業者、土

地所有者等に対して、要すれば緊急に行為

の停止、発電設備の除却、事業区域の原状

回復などを含む必要な是正措置を命ずるこ

とができる。」「 」を追加する。 

（同種の意見 他１２件） 

 

近隣住民等を含めた第三者委員会

は近隣住民等が利害関係にあたるた

め設置を考えておりません。５（５）

の事業者、土地所有者等の周辺被害

の防止のために必要な措置の要請に

ついては、例えば条例施行以前に着

手した事業に対して自然環境や景観

を損い、又は災害若しくは生活環境

の被害を生ずるおそれがある場合、

その防止のために必要な措置を求め

ることができるとしたものです。 

許可を受けた事業計画に従って事

業を行わない場合、条例施行後に無

許可で事業に着手した場合に対して

は工事等の停止や事業区域の原状回

復などの是正をするために必要な措

置を命ずることができることと考え

ております。 

その他の意見 

放射能に汚染されたものを燃やせないよ

うに明記すること 

（同種の意見 他６３件） 

 

放射能の汚染については、法令の

具体的な基準が示されていないた

め、基準として定めることが困難と

考えます。 

その他の意見 

条例をつくる前に事業着手していた全て

の事業をこの条例の対象とする。 

（同種の意見 他８７件） 

 

すでに着手、完成している施設に

ついては、必要な手続きをとって着

手しておりますので、この条例を遡

って適用させることは考えておりま

せん。 

その他の意見 

特別保全地区を相応しい規模にしてくだ

さい。 

条例の目的に規制を含め開発を行う全て

に市長の許可が必要とする。 

（そのほかの意見、要望 他７２件） 

 

いただいたご意見は、今後の行政

の参考とさせていただきたいと考え

ております。 



 


